
令和7年度東海農政局
新濃尾農地防災事業所
庁舎用地賃貸借契約(1
式)

支出負担行為
担当官東海農
政局長秋葉一
彦

愛知県名
古屋市中
区三の丸
1-2-2

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供
給者が一に特定
される賃貸借であ
るため随意契約を
行うものである。

- - - - - - - - - -

令和7年度東海農政局
矢作川総合第二期農地
防災事業所庁舎賃貸借
契約(1式)

支出負担行為
担当官東海農
政局長秋葉一
彦

愛知県名
古屋市中
区三の丸
1-2-2

令和7年4月1日

明治用水土地改良
区
法人番号
4700150043609

愛知県安
城市大東
町22-16

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供
給者が一に特定
される賃貸借であ
るため随意契約を
行うものである。

- 11,270,952 - - - - - - - -

令和7年度西濃用水第
三期農業水利事業所庁
舎賃貸借契約(1式)

支出負担行為
担当官東海農
政局長秋葉一
彦

愛知県名
古屋市中
区三の丸
1-2-2

令和7年4月1日
株式会社弘光舎
法人番号
4200001013571

岐阜県大
垣市神田
町1-1

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、供
給者が一に特定
される賃貸借であ
るため随意契約を
行うものである。

- 11,359,128 - - - - - - - -

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

別紙様式５

特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

建物等賃貸借契約
新濃尾農地防災事業所
小牧分室(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き庁舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日
尾泉染色株式会社
法人番号
5180001083419

愛知県一
宮市大和
町馬引字
郷未申10-
1

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 1,020,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日

有限会社マルカ
ホーム
法人番号
4180002077635

愛知県一
宮市大和
町馬引字
横手13-1

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 906,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

新木津用水路改修工事
に係る土地使用補償(1
式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に係る土地使用補償(1
式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路東田中工
区工事に係る土地使用
補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日

株式会社三鷹工業
所
法人番号
5180001076521

愛知県小
牧市大字
上末字雁
戸嶋1857
番地

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路東田中工
区工事に係る土地使用
補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

新木津用水路改修工事
に係る土地使用補償(1
式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に係る土地使用補償(1
式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に係る土地使用補償(1
式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路改修工事
に係る土地使用補償(1
式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

新木津用水路東田中工
区工事に係る土地使用
補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

新木津用水路東田中工
区工事に係る土地使用
補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局新濃
尾農地防災事
業所長秋永邦
治

愛知県一
宮市八幡5
丁目1番14
号

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官代
理東海農政局
木曽川水系土
地改良調査管
理事務所次長
都築孝彦

愛知県名
古屋市昭
和区安田
通4-8

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

令和7年度東海農政局
矢作川総合第二期農地
防災事業所豊田支所事
務室等賃貸借契約(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日
豊田土地改良区
法人番号
4700150043897

愛知県豊
田市司町
3-8

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き庁舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 3,300,000 - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

令和7年度東海農政局
矢作川総合第二期農地
防災事業所明治用水頭
首工復旧建設所事務室
等賃貸借契約(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

自然応用科学株式
会社
法人番号
9180001032644

愛知県名
古屋市中
区錦1-13-
26

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き庁舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 9,559,248 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日
株式会社松田工業
法人番号
2180301017525

愛知県刈
谷市東境
町登り坂
85-1

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 942,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

愛信ビル管理有限
会社
法人番号
1180302025362

愛知県豊
田市大清
水町大清
水137-3

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 847,200 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日
有限会社丸光商事
法人番号
3180302017218

愛知県安
城市東新
町15-14

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 927,000 - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

大和リビング株式
会社中部支店
法人番号
5010601042427

愛知県名
古屋市中
村区平池
町4-60-9

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 1,056,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

大和リビング株式
会社中部支店
法人番号
5010601042427

愛知県名
古屋市中
村区平池
町4-60-9

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 948,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

株式会社MKコーポ
レーション
法人番号
1180301021107

愛知県豊
田市大林
町2-112

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 846,000 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

大和リビング株式
会社中部支店
法人番号
5010601042427

愛知県名
古屋市中
村区平池
町4-60-9

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 1,435,200 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日

有限会社イーアイ
イー
法人番号
4180302025310

愛知県豊
田市土橋
町8-76

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- 882,000 - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
引き続き宿舎を設
置する必要があ
り、契約の相手方
が一に限定される
ものである。

- - - - - - - - - -

明治本流(下流部)里・浜
屋工区周辺整備工事に
係る土地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治本流(下流部)里・浜
屋工区周辺整備工事に
係る土地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治本流(上流部)耐震
化対策上郷工区工事に
係る土地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

北部併設水路(下流)一
期建設工事に係る土地
使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -

明治用水頭首工地区土
地改良施設突発事故復
旧事業(直轄)に係る土
地使用補償(1式)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局矢作
川総合第二期
農地防災事業
所長長山政道

愛知県安
城市大東
町22-16

令和7年4月1日 個人情報非公表
個人情報
非公表

会計法第
29条の3第
4項（用地
補償契約）

公共事業を施行
する際の権利の
取得及び損失補
償等に対して契約
を行うものであり、
工事に必要となる
土地等の権利者
との契約であるこ
とから、場所及び
契約相手方が限
定されるものであ
る。

- - - - - - - - - -



特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

予定価格

住所

随意契約
によるこ
ととした
会計法令
の根拠条
文（企画
競争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

商号又は名称

契約金額

公益法人
の区分

国認定、
都道府県
認定の区

分

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

名称 所在地

落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

備　　考

公益法人の場合

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局西濃
用水第三期農
業水利事業所
長藤澤貴充

岐阜県大
垣市神田
町1-1弘光
舎ビル7階

令和7年4月1日

積水ハウスシャーメ
ゾンPM中部株式会
社岐阜賃貸営業所
法人番号
5180001031328

岐阜県岐
阜市金町
6-6ニッセイ
岐阜ビル3
階

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
宿舎を設置する
必要があり、契約
の相手方が一に
限定されるもので
ある。

- 927,600 - - - - - - - -

職員用宿舎賃貸借契約
(1戸)

分任支出負担
行為担当官東
海農政局西濃
用水第三期農
業水利事業所
長藤澤貴充

岐阜県大
垣市神田
町1-1弘光
舎ビル7階

令和7年4月1日

大和リビング株式
会社中部支社
法人番号
5010601042427

愛知県名
古屋市中
村区平池
町4-60-9

会計法第
29条の3第
4項（賃貸
借契約）

事業遂行のため
宿舎を設置する
必要があり、契約
の相手方が一に
限定されるもので
ある。

- 855,600 - - - - - - - -

令和6年度国内肥料資
源利用拡大対策事業の
うち国内資源の肥料利
用拡大に向けた調査(地
力調査)委託事業

支出負担行為
担当官東海農
政局長秋葉一
彦

愛知県名
古屋市中
区三の丸
1-2-2

令和7年4月14日
愛知県
法人番号
1000020230006

愛知県名
古屋市中
区三の丸
3-1-2

会計法第
29条の3第
4項（法令
等の規定）

地方公共団体と
の取決めにより、
契約の相手方が
一に限定されるも
のである。

1,463,000 1,463,000 100.0% - - - - - - -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。


